
平成２９年

　

の道路交通法

改正により

「準中型免許」が新設されると共に、普通免許で

運転できる車の範囲が限定されます　　　　

現行

車両総重量

　　ｔ未満

3/12 以降

車両総重量

　  ｔ未満
普通免許の取得をお考え

の方は、お早めの入学手

続きをお勧めします

普通免許の取得をお考えの方に重要なお知らせ
普通免許


